
事 務 連 絡 

令和４年(2022年)３月３０日 

山 口 県 知 的 障 害 者 福 祉 協 会 

様 

山口県障害福祉サービス協議会 

山口県身体障害者施設協議会 

山口県訪問介護事業所連絡協議会 

山 口 県 相 談 支 援 専 門 員 協 会 

山口県健康福祉部障害者支援課長  

 

山口県医療的ケア児支援センターの開設について 

 

 平素より本県障害福祉行政の推進に御協力いただき厚くお礼申し上げます。 

さて、県では、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律（医療的ケア児

支援法）」に基づき、来年度新たに支援の拠点となる「医療的ケア児支援センター」を下

記のとおり設置することとしましたのでお知らせします。 

記 

１ センターの概要 

名 称 山口県東部医療的ケア児支援センター 山口県西部医療的ケア児支援センター 

担当地域 岩国市、和木町、柳井市、周防大島町、
上関町、田布施町、平生町、下松市、光

市、周南市 

山口市、防府市、宇部市、美祢市、山陽
小野田市、下関市、長門市、萩市、阿武

町 

所在地 周南市久米 752 番地 4 

（総合相談支援センターぱれっと内） 

下関市生野町 2丁目 29-3 

（相談支援事業所じねんじょ内） 

※6月末以降に近隣地へ移転予定 

運 営 社会福祉法人鼓ヶ浦整肢学園 に委託 社会福祉法人じねんじょ に委託 

連絡先 TEL：0834-34-6330  FAX：0834-39-2188 

メール：palette@tsudumi.jp 

TEL：083-252-2227  FAX：083-252-2259 

メール：jinenjo4@jinenjo.or.jp 

相談方法 電話、ＦＡＸ、メール、来訪（要予約） 

業務時間 ９時から１６時（土日祝、年末年始を除く） 

２ センターの業務内容 

・医療的ケア児及びその家族等への相談対応、情報提供・助言 

・関係機関等との連絡調整、地域支援 

・関係機関等への情報提供、従事者研修※の実施 

 ※従事者研修については、西部センターが実施 

３ 開設日 

令和４年４月１日 

在宅福祉推進班 

担当：金子・藤村 

TEL 083-933-2764 

FAX 083-933-2779 
 


